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船舶事故調査報告書 

 

                            平成２６年１１月１３日 

                      運輸安全委員会（海事専門部会）議決 

                         委   員  庄 司 邦 昭（部会長） 

                         委   員  小須田   敏 

                         委   員  根 本 美 奈 

 

事故種類 衝突 

発生日時 平成２５年６月３０日（日） １２時００分ごろ 

発生場所 北海道小樽市新川河口付近 

 小樽市所在の樽川
たるかわ

三等三角点から真方位２３３°１,４８０ｍ付近 

 （概位 北緯４３°０９.７′ 東経１４１°１３.５′） 

事故調査の経過  平成２５年７月２日、本事故の調査を担当する主管調査官（函館事

務所）ほか１人の地方事故調査官を指名した。 

 原因関係者から意見聴取を行った。 

事実情報 

 船種船名、総トン数 

 船舶番号、船舶所有者等 

 Ｌ×Ｂ×Ｄ、船質 

 機関、出力、進水等 

    

 

Ａ 水上オートバイ ＪＳ
ジェイエス

－ウルトラ１５０、５トン未満（長さ２.

４９ｍ） 

   ２０２－６６２９北海道、個人所有 

   ２.４９ｍ（Lr）×１.０１ｍ×０.３７ｍ、ＦＲＰ 

   ガソリン機関、１０６.６５kＷ、平成１１年７月 

Ｂ 水上オートバイ バレルロール、５トン未満（長さ１.８３ｍ） 

   ２００－２５２０８北海道、個人所有 

   １.８３ｍ（Lr）×０.５６ｍ×０.２０ｍ、ＦＲＰ 

   ガソリン機関、５５.９kＷ、平成６年４月 

 乗組員等に関する情報 Ａ 船長Ａ 男性 ２６歳 

   特殊小型船舶操縦士 

    免 許登録日 平成２５年５月３０日 

    免許証交付日 平成２５年５月３０日 

           （平成３０年５月２９日まで有効） 

Ｂ 船長Ｂ 男性 ３４歳 

   特殊小型船舶操縦士 

    免 許登録日 平成２３年６月３０日 

    免許証交付日 平成２３年６月３０日 

           （平成２８年６月２９日まで有効） 

 死傷者等 Ａ なし 

Ｂ 重傷 １人（船長Ｂ） 

 損傷 Ａ 擦過傷 

Ｂ なし 

 事故の経過  Ａ船は、船長Ａが１人で乗り組み、新川河口付近の左岸砂浜（以下
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「本件砂浜」という。）沖で旋回を数回繰り返した後、場所を移動し

ようと思い、約２０～３０km/h の速力（対地速力、以下同じ。）で南

南東進中、本件砂浜の上流に架かった小樽内
お た る な い

橋の橋脚の間を通過して

間もなく、船首方約５ｍの所にＢ船を認め、咄嗟
と っ さ

にハンドルを左に切

ったものの、平成２５年６月３０日１２時００分ごろＡ船の右舷前部

とＢ船の船尾部とが衝突した。 

 Ｂ船は、船長Ｂが１人で乗り組み、Ａ船に先立ち本件砂浜を発進

し、Ｂ船の操縦に慣れていなかったことから、他の水上オートバイと

離れた広い場所で走ろうと思い、小樽内橋の上流に向けて新川の右岸

寄りを約２０km/h の速力で南進した。 

 Ｂ船は、小樽内橋を通過すると同時に右岸の浅所を避けて緩やかに

右旋回を開始したところ、船長Ｂがバランスを崩して落水し、機関が

止まって停船した。 

 船長Ｂは、Ｂ船に這
は

い上がろうとし、上半身が船尾部分に上がり、

左手でハンドルを握って右手をハンドルに伸ばしたとき、右舷方至近

にＡ船を認めたが、どうすることもできず、Ｂ船とＡ船とが衝突し

た。 

 船長Ｂは、右脇腹からみぞおち付近にＡ船の船首のゴム部分が当た

り、その勢いではね飛ばされた。 

 船長Ａは、衝突後、すぐに機関を停止し、Ａ船を押して船長Ｂの所

に行き、船長ＢをＡ船に乗せ、駆けつけた他のグループの助けを借

り、Ａ船を押して本件砂浜に戻り、船長Ｂは、救急車で病院に搬送さ

れ、外傷性肝損傷と診断された。 

 気象・海象 

 

気象：天気 曇り、風 なし、視界 良好 

海象：海上 平穏 

 その他の事項 

 

 船長Ａ及び船長Ｂは、他の友人ら３人と共に０８時００分ごろ本件

砂浜に到着し、バーベキューの合間にＡ船、Ｂ船及び他の水上オート

バイ１隻で遊走を繰り返していた。 

 Ａ船は、最大搭載人員２人の水上オートバイであり、船長Ａは、小

型船舶操縦免許取得前に２人乗りの水上オートバイの後ろに乗せても

らったことが２～３回あったが、実技試験のときを除いて本事故当

時、初めて水上オートバイを自ら操縦し、本事故前にＡ船で約１５分

間の遊走を３回行っていた。 

 船長Ａは、小樽内橋を通過する際、橋脚に近づき過ぎると怖いの

で、橋脚と橋脚の間の中央を航行した。 

 小樽内橋は、長さ約１４２ｍ、幅約４ｍであり、３つある橋脚の間

隔がそれぞれ約２０ｍであった。 

 船長Ａは、衝突直前までＢ船を認めていなかった。 

 Ｂ船は、１人乗りスタンディングタイプの水上オートバイであり、

船長Ｂは、Ｂ船を操縦するのが３回目であったが、Ｂ船の操縦に慣れ
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ておらず、何度か機関が止まり、常時アクセルを吹かした状態で操縦

していた。 

 Ｂ船は、船長Ｂが落水し、緊急エンジン停止スイッチは抜けずに繋
つな

がっていたものの、アクセルから手が離れて機関が止まった。 

 船長Ａ及び船長Ｂは、ウェットスーツに固定式の救命胴衣を着用し

ていた。 

 Ａ船の喫水は、船首尾共に約０.３ｍであった。 

分析 

 乗組員等の関与 

 船体・機関等の関与 

 気象・海象の関与 

 判明した事項の解析 

 

Ａ あり、Ｂ あり 

Ａ なし、Ｂ あり 

Ａ なし、Ｂ なし 

 Ａ船は、新川河口付近を南南東進中、小樽内橋の橋脚の間を通過す

る際、船長Ａが、橋脚に近づき過ぎないよう、左右の橋脚に注意を向

けていたことから、船首方約５ｍの所にＢ船を認め、Ｂ船と衝突した

ものと考えられる。 

 船長Ａは、水上オートバイを自ら操縦するのが実技試験のときを除

いて本事故当時が初めてであり、水上オートバイの操縦に慣れていな

かった可能性があると考えられる。 

 Ｂ船は、新川河口付近で右旋回中、船長Ｂが落水し、機関が止まっ

て停船したことから、Ａ船と衝突したものと考えられる。 

 船長Ｂは、Ｂ船の操縦に慣れていなかったことから、落水し、Ｂ船

に乗ろうとしていた際、Ａ船が当たったものと考えられる。 

原因  本事故は、新川河口付近において、Ａ船が南南東進中、Ｂ船が右旋

回中、船長Ａが左右の橋脚に注意を向けており、また、Ｂ船が、船長

Ｂが落水し、機関が止まって停船したため、Ａ船とＢ船とが衝突した

ことにより発生したものと考えられる。 

参考  今後の同種事故等の再発防止に役立つ事項として、次のことが考え

られる。 

 ・水上オートバイで遊走中、橋脚を通過する場合は、十分減速する

とともに、橋脚のみでなく前方の見張りを適切に行うこと。 

 


